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経営志林第43巻４号2007年1月１７

〔論文〕

企業結合会計基準の国際的収赦

－国際財･務報告基準第３号を中心にして－

菊谷正人会計大学院教授

業の純資産・営業（netassetsandoperations）

に対する支配を獲得する結果として，個々の企業

を単一の経営事業体に統合することをいう(')。

IAS2２（1998改訂）も，企業結合を「取得」（ac-

quisition）と「持分の結合」（unitingofinterests）

に分類する。

ＩＡＳ2２（1998改訂）によれば，取得とは，ある

企業（取得企業）が他の企業（被取得企業）の純

資旅・営業に対する支配（control）を，資産の

り|渡し，負債の引受けまたは株式の発行との交換

により獲得する企業結合である。ここに「支配」

とは，企業活動からの便益を得るために，その企

業の財務・経営方針を左右する力をいう。他方，

持分の結合とは，結合当事者のいずれも取得企業

として識別できない企業結合であり，結合後事業

体のリスクと便益（riskandbenefitsofthecom-

binedentity）を継続的に相互共有するように，

結合前企業の株主が純資産・営業のすべて（また

はほぼすべて）に対する支配を結合する企業結合

をいう(2)。

他の企業の純資産・営業に対する支配を伴う

｢取得」に対しては，資産の引渡し，負債のり|受

けまたは株式の発行による企業の取得を他の資席

の購入と同様に処理する「パーチェス法」が適切

である(3)。持分の結合の本質は，企業結合前のリ

スクと便祐の相互共有が継続していることであり，

企業結合後に相対的なリスクと便益もプールされ，

結合当事者の意思決定権限も維持されるので，

｢持分の結合」は「持分プーリング法」により会

計処孤される(⑪。

パーチェス法のにＩ的は，通常の資産購入（nor-

malpurchaseofassets）に適用する原則と同様

に，独立企業|川取引（arm'slengthtransaction）

を前提とする公正ＩⅢ値（fairvalue）で被取得企

業（acquil℃denterprise）を購買したように会計

Ｉ開題

2003年１０月31日に企業会計審議会により作成・

公表され，2006年４月１日以後に開始する事業年

度から実施される「企業結合に係る会計基準」

(以下，「企業結合基準」と略す）によれば，企業

結合とは，ある企業（会社および会社に準ずる事

業体）またはある企業を構成する事業および他の

企業または他の企業を構成する事業が－つの報告

単位に統合されることをいう（｢企業結合基準」

二・ｌ）。企業結合は，ある企業（取得企業）が

他の企業（被取得企業）に対する支配を獲得する

｢取得｣，いずれの企業の株主も他の企業を支配し

たとは認められず，結合後企業のリスク・便補を

引続き相互に共有する「持分の結合」に分けられ

る（｢企業結合基準」二・３～４）。企業結合の会

計処理として，「取得」には「パーチェス法｣，厳

格な要件（対価種類要件，議決権比率要件，議決

権比率以外の支配要件）を満たす〃持分の結合」

に対しては「持分プーリング法」が適用されて

いる。

わが国の「企業結合基準」は，会計基準の国際

的調和化（internationalharmonisation）を配

慮して，基本的には，国際会計基準審議会（In-

ternationalAccountingStandardsBoard-

以下，ＩＡＳＢと略す）の前身である国際会計基準

委員会（InternationalAccountingStandards

Committee-以下，ＩＡＳＣと略す）が1998年７

月に改訂・公表した「国際会計基準第22号（1998

年改訂）企業結合」（DZtC'7ZatZO'ZalACCOI〃j'Zg

Stα"Ｇｌａ'･ｄ２２（/でuisedZ998）BIZsj'zessCo/7z6j-

"αtio"８－以下，ＩＡＳ2２（1998改訂）と略す）

と類似する内容となっている。ＩＡＳ2２（1998改訂）

で定義された｢企業結合」（businesscombinations）

とは，ある企業が他の企業との合体または他の企
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1８企業結合会計』弧ｌｉの国際(|<111)(敵一国際11ｲ勝報告基i側ｿ３号を'''心にして－

処1Mすることにある。したがって『被11N得企業か

ら受け入れた資産・負債は，当核査旅・負債の間

I|)(により収i\したとみなされ，紬合後の貸借対'1(｜

炎には公正Iilli値で計｣ご:される。買収原|Ⅲ（cost

o「acquisition）と被llY得企業の純資産の公I1iIlIli

lluiとの差額は，「のれん」（goo〔IwiⅡ）として処ｌｌｌ１

される。被110(得企業の１１１得前利hｌｆ（１）'℃‐acquisi‐

tionprofits）は，企業結合後には分配可能利ｌＩｌｆ

(〔listributablel〕l･ｏｆits）から除外される。

持分プーリング法の|=|ＩＭＩは，結合後の新持分を

結合前の個々の企業の持分に相応するように会計

処lll1することである。したがって，結合当事背の

資廠・負債は，結合前の貸借対11((表に計上されて

いた'帳簿Illi加のままり|き継がれ，のれんは生じな

い。結合前の利１１tもり|き継がれる0)で，取得iii利

紬は企業結合後に分配i1I能のままである。持分プー

リング法の魅ﾉﾉの一つは，取得前f'ｌｌｆを分配ill能

利hlfに算入できることである。

このように，ＩＡＳ2２（l9981Uj(訂)，それに影郷

を受けた「企業結合基準」では，ｌＭＶＬにはパーチェ

ス法，持分の結合には持分プーリング法が通111

される。ところが，米lililの財務会計基準審識会

(FinancialAccountillgStan(Ial･(lsBoard-以

1<，ＦＡＳＢと111＃す）から2001年６)１に公表され

た「財務会計埜準書鏑141時企業結合」（SMC‐

'"c"ｔｏ／腕"(z"ciα／AccoI"ztj'ｚｇＳ川〔/αＭＳＮ0．

ノイ／BIzsj"cssCo/7z6i"αtjo"ｓ－以1く，SFAS

l41と略す）は，持分プーリング法を廃棄し，バー

チェス法のみを１iMlill適用した(5)。さらに，ＦＡＳＢ

は，対等合|)|：（mer9,．sofequals）のようにllY得

企業を識別できない企業結合に対して，取得企業

と被取得企業の双方の資産・負I責を公IEIilli値で計

｣て:する「フレッシュ・スタート法」（｢resh-stal､t

motIlod）を通１１１できるか否かを))||のプロジェク

トで辮議する予定である(6)。基準化されなかった

とはいえ，フレッシュ・スタート法の適用可能性

が企業結合会計基準の新川l課題として検討され始

めた。

会計基準の|正|際ｌＷ収赦（interllatiol1alconvo１．－

９Once）を|=111<lに掲げて2001年４)＝|にＩＡＳＣから

改組・改称されたＩＡＳＢも，2004(}i３月に「|工｜

際!'ｲ務報告1,畔fiｿ３号企業結合」（/Ⅲ?/W(ztjo〃

α／Ｆｉ"α'zcjα／ＲＣ/)oﾉＷＩ"gISItα/z(/αﾉY/３Blzsi"CSS 

ＣＯ"Zbi"αtjo"s－以下，ＩＦＲＳ３と'１１月す）を公

表し，米|正lのSFASl41に訓鵬する形で「プーリ

ング法例外jliilllアプローチ」（pooIingasexco1〕－

tional)I)roacI,）から「パーチェス法限定適川ア

プローチ」(1)11,℃haseonlyal)l)roaclI）に変UIし

た(7)ｏＳＦＡＳｌ４１を先行基準にして，パーチェス

法への一元化が'五l際的に11)(敏化され始めたと言っ

ても過言ではない。しかも，ＩＡＳＢも，米国の

ＦＡＳＢと|同I様に，フレッシュ・スタート1去適|Ⅱ

のjlil切性を論じている(8)。

ＩＡＳＣのlAS22（1998改訂）をモデルにして作

成された「企業結合基準」が実践化される前に，

IＡＳＢ自体は持分プーリング法を放棄している。

IFRS3により兼し替えられたIAS2２（1998改訂）

の会計処I1I1法を踏襲する「企業結合基準」のIﾉﾘ容

は，会計基準の|正|際的収敏0)観点からは大''１miに後

退したことになる。持分プーリング法の利川に伴

う|正|際〔|<l比j鮫１１１能性・信川１Ｗ)火ｌ(||は，陸l内外の

１１ｲ務諸表利ⅢiLf等により批判の対象となるであろ

う(9)。欧州証券規制当局委員会（Committoc

olEurol)eanSecuritiesRegulators-以~卜，

ClDSRと'11;す）が2005年７)１５１三|に'三|・米・川の

各会計基準の|同Ｉ等`性評Illliを公表したが，「企業結

合基準」における持分プーリング法について|《ili充

計mi書（sul)1)Iontarystatoments）の作成を班

求している(''１)。「企業結合』志準」の抜本的改訂が，

いずれは余儀なくされるであろう。その際には，

会計基準のlilil際ｌＷ収赦の観点からＩＦＲＳ３（また

はSFAS141）が参考対象となるはずである。

本稿では，IAS22の変遷過程・ＩＦＲＳ３の公表

綿綿，現行｣T雌（IFRS3）の概要を検討した_|：

で，ＩＦＲＳ３の将来と課題を指摘することにする。

IFRS3自体に対しても，｜工|際|Ｗ訓轆が既に始っ

ている。

l［ｌＦＲＳ３作成・公表までの経緯

１１AS22の公表

ＩＡＳＣは，「公|Ⅲ|草案第22号企業結合の会計

処1111」（ｈpos,"℃、ﾉ･Ｃｌ/M2AccoI"Zti"ｇ/bﾉ・

ﾉ〕l/siﾉZessCoﾉ"bjI"αtio"８－以下，１０２２と略す）

を1981年９１１に公表し，企業結合の会計処理法と

して三方法を提案していた。つまり，パーチェス

Hosei University Repository
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~卜，ＡＳＣと略す）から公表された「基準会計実

務書第22号のれんの会計処理（State"ze"ｔｏ／

Ｓｔｑ'Z｡α'､〔]lAccoIz/ztj"gPractjcc22AccoIL〃tj'ｚｇ

/１０'･goodu）j"）では，「株主持分直接修正法」が

原1111法として基準化されている('')。

法，持分プーリング法および新規事業体法（new

entitymethod）が容認されている(川。新規事業

体法とは，結合当事者双方の資産・負債の'帳簿IⅢ

額を公IF価値に修IEし，のれんを計上しないフレッ

シュ・スタート法の一種（公正価値プーリング法）

であり，オランダに適用例があった。

1973年６月にオーストラリア，カナダ，フラン

ス，旧西ドイツ，日本，メキシコ，オランダ，英

国・アイルランドおよび米国の指導的な会計士団

体の合意によって設立されたＩＡＳＣの主要口的は，

国際的に承認可能かつ理解可能な財務諸表の作成・

報告のために，国際的に調和・統一された「国際

会計基準」（IAS）を作成・公表することではあっ

たが，当時のＩＡＳは各国の会計実践の寄せ集め

に過ぎなかったと言えるかもしれない。したがっ

て，類似の取引・事象に複数の目lEh選択的な会計

処理が基準化されている。

1983年11月に確定基準として公表された「国際

会計基準第22号企業結合の会計処11M」（I7ztc｢‐

〃αtjo"α/Accowztj/ｚｇＳｔα"ｄａＭ２２ＡｃｃｏＩｚ'ztj'ｚｇ

/b/BIjsj"essCo/7z6i"αtjo"s－以下，ＩＡＳ２２

(1983）という）は，E22で提示されていた「新

規事業法」を排除している。ＩＡＳ2２（1983）は，

原則としてパーチェス法を採用し，持分の結合と

判定される場合にのみ持分プーリング法の適川を

選択的に認める('２１。

パーチェス法を適用した場合に生じる「IFのの

れん」（positivegoodwill）または「負ののれん」

(negativegoodwill）の会計処理には，（a）損益

認識法（recognitionofincome）または（b）株

主持分直接修正法（immediateadjustmenta-

gainstshareholders'interests）が選択適用でき

る。損益認識法では，正ののれんは「規則的償却

法」（資産計_上・費用処理法)，負ののれんは「規

則的取崩法」（負債計上・利益取崩法）または

｢負債計上・資産価値相殺法」で処HMされる。株

主持分直接修IF法のもとでは，正ののれんには

｢持分控除法」（即時剰余金控除法)，負ののれん

には「剰余金設定法」が通ＩＴＩされる('３１．わが国で

は「規H'Ｉ的償却法」（損茄認識法）が一般的であ

るが，「持分控除法」は英国における会計実践の

一つであった。1984年１２月に英国の会計基準委員

会（AccountingStandardsCommittee-以

２１AS22の改訂

ＩＡＳＣの諮問グループのメンバーであり，米国

のSEC，｜]本の大蔵省（現在，金融庁）等の証

券規制,監督機関が加盟している証券監督者国際

機構（InternationalOrganisationofSecurities

CommissionsandSimilarAgencies-以下，

IOSCOと略す）は，国際的な証券登録制度およ

びそのための国際的ディスクロージャー制度の改

善の必要性を認識し，国際的に比較可能な財務諸

表に関する会計基準を促進するために，ＩＡＳＣの

活動を支援していく方針を1988年１１月のメルボル

ン総会で明らかにした。この要請に応えてＩＡＳＣ

は，現行ＩＡＳの多様な会計処理から統一的な

(単一または限定された）会計処理を標楴する

｢公開草案第32号財務諸表の比較可能性」（Ex-

posI"でＤﾉ、q/ｔ３２Ｃｏ'7zpα'､ａＭｊｔＤ１ｑ/7t"α"cjql

State"IC"t８－以下，E32と略す）を1989年１

月１日に公表している('5)。ＩＡＳ2２（1983）もＥ３２

の検討対象となった。

E32は，類似する取引・事象に単一の規定処理

(requiredtreatment）を除き，他のすべての会

計処理を廃棄した。ただし，単一の会計処理に絞

れない場合には，優先処理(preferredtreatment）

と代替処理（alternativetreatment）に分け，

複数の会計処皿を容認するＪ代替処理を選択適用

したときは，純利益と株主持分の金額を優先処理

を採用した場合に算定される金額に調整・開示し

なければならない('6)。

通常の場合，公開草案の公開期間は６か川であ

るが，E32の車:要性を鑑み９か月となっている。

E32に限っては，その検討対象が多数に及び，基

準化のILM由説明が行われているとの理由により，

ＩＡＳＣ１Ｈ事会は決議事項を「基準書」ではなく

｢趣旨害］（State/"e"ｔｑ/T7zte7zt-以下，「E3２

趣旨書」という）の形で1990年７月に公表した('7)。

｢E32趣旨書」ではｗ優先処理を標準処理（bench-

marktreatment）と名称変更するとともに，各

Hosei University Repository



2０企業結合会計基準のIlil際１Ｗ収iiil（－１正|際財務報告基i((iqni3ﾄﾅを｢''心にして－

'五|から寄せられたコメント・レターをＩｌＷＩ１して，

代替処IⅢ1を選択通｢1Ｉした場合，純利iiiと株主持分

の金額について標準処I1llと0)差棚0)|ﾙ|示をiliiilillし

ないこととした('8)。

E32は，ＩＡＳＣ概念フレームワークにおける資

旅0)定義・認識基準と0)銘合Ｉ化および|玉|際的』illlhl

を参酌して，英国で実践されている「持分控|験法」

の廃棄を提案した''０)。TliO)のれんの規定処皿とし

て，資産に計上し，そのｲi効Ⅱ|ⅡⅡ］（皿常の場合に

は５年，いかなる場合にも20ｲ１１を超えてはならな

い）にわたって償却する「＃1M''''1<)償1ilI法」が採択

されている(20)。

「E32趣旨書」の提案を受けて，1992年６月に

｢公|ﾙ|草案第45号企業ﾙi1i合」（ｈﾉﾉOSI"･ＣＤﾉＭＦ

４５ＢｌＭｚｃｓｓＣｏ'7z6j"qtjo'１s）が公表された。

1993年12月には，確定基準として「国際会計基準

第22器（1993年改訂）企業ii1i合」（J"tCﾉ･"αtioﾉＭｌ

Ａｃｃｏｌ"zti'ｚｇＳｔα'z〔/α'て/２２（/･GUMノノ903）ＢＩＭ‐

"cssCo'7Z6j/z(ztlIo'Zs-以下，ＩＡＳ2２（1993改訂）

と''１%す）が改称・公表されている。ＩＡＳ2２（1993

改訂）では，持分0)結合に'1Mする詳細な＃,l定（た

とえば，結合前企業の識ｔｌＷＩ;株の交換，公IiIllliI1lLI

の同等性）が設けられ，それをiiii提にして，ｌｌＭＩＬ

にはパーチェス法，持分の結合には持分プーリン

グ法が通１１１される(２１１．パーチェス法|釆川により生

じる「正ののれん」は，原Ⅱ'|として＃,M('Ⅱ|<11賞ﾉ<|]法

(こよって費川化される。ＩＡＳ2２（1983）は，償却

IUlllll（amortisationpel､io（１）を特定していなかっ

たが，ＩＡＳ2２（1993改訂）は，1,32の|是案どおり

に，有効期'111を最長５年とした。ただし，201Fを

j超えてはならない'221。

印)のれんに対しては，１W(準処l111と代替処111が

設けられた。標準処１１１１としては，当該illl過額を消

去するまで，取得した非貨幣資旅0)公jlillIli値を比

Iﾀﾞ'llWに減少させ，完全に消去できない場合には，

残存趣過諏Ｉ（負ののれん）を練延利絲（derelTed

income）として認識し，５年以内（ただし，２０年

を超えてはならない）にルll1lⅡ|<1に110(り１１１｢'す。代替

処I1I1としては，繰延利IMM負ののれん）として処

Ill1し，５年以内に取りmけ。ただし，２０年を超え

る1911'１１は認められない(23)。

３１AS22の再改訂

のれん0)償ﾉil11UIUI1の設定には，そ0)見横りにｌｌＩ

ｊＷｉが伴う。ＩＡＳ2２（1993改訂）によれば，最長

償1<'11011冊|をl;(1111として５年としたI1lLl2llは，盗怠|'|<）

な'UNU笠（arI)itraTylimit）に依る(２１１。０)れんの

償/illl0lll1lは人為的な仮定に基づいていると言わざ

るを得ない。ＩＡＳＣは，1995年６月に「公|ﾙ|草案

館5()号111111ｼ資幽（E叩Cs【"でＤＣα/ｔ５０Ｉ"t(Iル

gjIb此ＡｓＭｓ）を公表し，のれんの娘長債/il119IlAl

を20年（条件付で20年超）とした。しかし，最長

償１ill1UlllllのflilllU(は人為１Ｗであるというコメントが

}Ⅱ次ぎ，これに応えるために「公|)M草案鋼60弓

1111形資産」（以下，E60という）および「公ＩｌＩ仲

築館61号企業紬合」（以下，E61という）が1997

年８１１に公表・ＴＩＩ公|汁1された。E60とE61では，

減lljテスト（iml〕airmenttest）等の条件を課し

た_'２で20〈|茗以上の償却期間が認められた'251。これ

らの公|Ⅱ陣案を基調して，1998年７月に「'五|際会

計基準創り38号1111形資産」（IAS38）とともにＩＡＳ

2２（199Ｍ訂）が公表された。

ＩＡＳ2２（1998改訂）も，り|き続き「プーリング

法Iﾀﾞ'|外jllilⅡアプローチ」を孫1Ｈしている。前述し

たように，企業州!i今を取得と持分の結合に分翻し，

いずれの企業が110(得したのか識)11｜できない場合に

限り持分プーリング法を例外的に認め，それ以外

の企業州!i合にはパーチェス法を通川する。

］iliののれんは「側All'|的償却法」によって賀111計

_上されるが，その有効期|Ｈ１は，原11||として，２０{'三

以内である。ただし，２０年の有効lU1111Iは及証ill能

なｌＩＩｉ定であり，説ｉＷｌ１な証拠があれば，２０<Ｉｉを超

えて償ﾉilIすることができる。のれんの償却lUIIHlが

20ｲﾄﾞを超える場合には，「国際会計基準６１｢｝36↓）

資産の減}貝」（/"Zeﾉ7zatjo"cMAccoI"ztj"９８t(ｚＭ－

ｑﾉYll36ノ"1ﾉﾉａｌｌﾉ･"ze'ｚｔｑ/ＡｓＭｓ）に従って，減

111の徴候がなくとも〆毎期未に回収i1I能I1llWWi（1℃‐

cov(),．a})Ioamoullt）を見積計算する必要がある。

減'１１テストを行い，そのILM]を開示しなければな

らない'2'１)。ＩＡＳ2２（1998改訂）に至っては，のれ

んのillilMjテストが部分的に導入・併111されたこと

になり，のれんに関する会計処El1法に新＃１方法が

展'１Mされている。

他ノバＬＩの0)れんは卜記のように処111しなけれ

ばならない(27)。
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国際的な会計基準の収赦を口的にしてＩＡＳＣか

ら2001年４月に改組・創設されたＩＡＳＢは，国

際的収赦のスピードを速めるために，ＦＡＳＢと

共同で高品質で互換性のある会計基準を開発する

ために，「覚書：ノーウォーク合意」（Memoran‐

〔IumofUnderstanding：TheNorwalkAgree‐

ment-以卜，「ノーウォーク合意」という）

を2002年９月に取り交わした。「ノーウォーク合

意」の締結後，ＩＡＳＢは2002年12月に「公開草案

第３号企業結合」（以下，ＥＤ３という）を公表

し，米国のSFASl4LSFASl42と同様に，パー

チェス法と減損テストの強制適用を提案してい

る(３１)。

ＥＤ３のコメント期限の2003年４月４日までに

IＡＳＢに提出されたコメント総数は133通に_上り，

各国の会計基準設定主体からもコメントが寄せら

れている。ＥＤ３は，質問２（企業結合の会計処

理方法）において，持分プーリング法使川の排除・

パーチェス法の強制適用案の適切性についてコメ

ントを求めた。日本・マレーシアの会計基準設定

主体は持分プーリング法の廃｣上に反対していたが．

パーチェス法への一元化を無条件に賛成していな

いものの，持分プーリング法の排除に関しては大

多数の基準設定主体の同意を得ていた。たとえば，

ドイツ‘オーストラリアの会計基準設定主体は持

分プーリング法の排除に全面的に賛成する見解を

示し，イタリア・カナダ・ノルウェー等の会計基

準設定主体は，パーチェス法限定適用アプローチ

に同意しつつも，対等合併等のように真の取得企

業が判明できない場合には，フレッシュ・スター

ト法の適用ﾛI能`性の検討も必要であると指摘して

いる(32)。

これらのコメント・レターを参考にしながら，

IＡＳＢは2004年３)ElにIFRS3を公表し，ＥＤ３の

提案どおりにパーチェス法の強制適用，のれんに

対する減損テストを基準化した。さらに，前述し

たように，確定基準化されることはできなかった

が，フレッシュ・スタート法適用の適切性が論議・

検討されている。

なお，企業結合会計に関してＩＡＳＣ・ＩＡＳＢ

(および参考のためにＦＡＳＢ・企業会計審議会）

が作成・公表した基準書・公開草案等を一表にま

とめると，表ｌのとおりになる。

（１）取得計画で識１１|'され，信頼,性をもってiIll定

できる将来の損失・費川（企業結合後に予想さ

れる組織変更・再構築から生じる損失・費用）

に関連するが，識別可能負債を表していない範

囲の負ののれんは，将来，損失・賛)'１が認識さ

れるときに，利益として計上される。

（２）信頼性をもって測定できる将来の損失・費

川に関連しない場合には，下記のように利祐と

して計上する。

（a）識別可能な非貨幣資産の公正Iilli値を超え

ない負ののれんは，識別可能償却資産の加重

平均残存耐用年数にわたって規則的な方法で

利祐として計上する。この場合，負ののれん

は資産の控除項目として表示される。

（b）識別可能な非貨幣資産の公正価値を超え

る負ののれんは，直ちに利益として計上さ

れる。

４１ＦＲＳ３の公表

ＩＡＳＣは，英国米国，カナダとオーストラリ

ア・ニュージーランドの会計基準設定主体および

ＩＡＳＣから構成される「Ｇ４＋１」と共同作業を

行った。「Ｇ４＋ｌ」は，国際的収赦を実現する

ために『企業結合の会計処理法に関する収赦達成

のための勧告書』（Rcco'7z7"e'zdatjo"s/b'･ＡＣ/zieu‐

j'ｚｇＣｏ"ue'19e"CCC'ｚｔ/DeMet/Zodsq/・Accol"Ztj"ｇ

/io7BIzsj'zessCom6j"αtio'zs-以下，『Ｇ４＋１

勧告書』という）を1998年に公表し，持分プーリ

ング法，パーチェス法およびフレッシュ・スター

ト法を検討している。情報の有用'性やコスト・ベ

ネフィットの観点から，最終的に「パーチェス法」

の採)|》収赦が勧告された(28)。米国のＦＡＳＢは，

既述のとおり，『Ｇ４＋１勧告書」の内容を大幅

に盛り込んだSFAS141を2001年６川に作成・公

表している。また，ＦＡＳＢは，SFASl41とともに

｢財務会計基準書第142号のれんおよびその他の

無形資施」（StatCmc"ｔｑ/Ｆｊ"α"ciaMccoIz"tj"９

８tα'Z｡α'･ｄｓＮＯ・'4２Gooduﾉ川α"dlOt/DC'･Dztα'z-

gj肌Assets-以下，SFAS142と略す）を公

表し，減損テストを強制適用した(29)。万代勝信教

授も述べられるように，『Ｇ４＋ｌ勧告書』はそ

の後の諸外国の企業結合会計基準の流れを決定づ

けている(30)。
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2２企業結合会計基ｉＩｌｉの国際'1ﾘ収赦一|玉|際!Ⅱ務報告基準第３弓を中心にして－

表１企業結合に関連する会計基準等の公表経緯

８ 

、

□ 

ｒ１ 

Ｌ」

ｎ 

Ｕ 

「U

Ｕ 

[)(］ 

〕0

採IⅡしたのに対し，ＩＡＳＢは，複数0)会計処理の

容認が財務諸表の比較可能性に対する'111審要因と

なり，財務諸表利Ⅲ荷に提供される財務諸表の有

１１１性をILlねるものと考えられるため，「パーチェ

ス法|Ⅱ(定適１１]アプローチ」の採択にlMiみ切ったの

であるい'）．Ｏ 

パーチェス法をj画11Iするに際しては，まず，結

合当二'1企業の中から取得企業を決定し，次に，被

取得企業の取得に要した対仙の公正I1lIi値（買収対

Illi）により「企業結合の取得原IIli」（fY収原価）

を算定し，しかる後に，当該取得原Iilliを取得資産・

承継負債0)公IEIIIi値（時１m）に基づき配分し，配

ⅢｌＦＲＳ３の概要と問題点

１企業結合の意義と会計処理法

ＩＦＲＳ３によれば，企業結合とは，）ｌｌｌｗ)企業

または企業の宮，む事業を一つの報告事業体（re-

portingentity）に統合することである。企業結

合は，ある企業（取得企業）による他の企業（被

取得企業）の持分の購入，｜也の企業のすべての純

資産の11附人，他の企業の負I貴の引受け，事業を街’

む他の企業の純資産のllMi入，持分証券の発行ＪＭ

金または現金同等物その他の資産の譲渡・それら

の組み合わせ等によって迷成される。このような

手法で行われた企業結合は，ある企業（取符企業）

が他の企業（被取得企業）に対する支lli[lを椎得す

ることになる(331。

ＩＦＲＳ３では，企業結合は支配を伴う「llWJL」

に限定されているため，その会計処1111法として

「パーチェス法」が強ilil]適川される。ＩＡＳＣは，

｢取得」にはパーチェス法，厳格な要件をiil'１iたす

｢持分の結合」には例外ｌＷに持分プーリング法を

週川する「プーリング法|ﾀﾞ'|外jliI1Hアプローチ」を

iｌ 

…
 

図１バーチェス法の手順

(111所）菊谷]'三人・石ｌｌｌ宏『新会計於

準の読み〕1７（第３版)』税務経
Ⅲ協会，平成18年，218画。

設定機IILI 公表flｽﾞ月 基準・公開草案等

IＡＳＣ 

198111三９)=Ｉ

1983年1１１１

1989('三ｌﾉｰＩ

1990年７ﾉｰＩ

1992年６)二’

1993年ｌ２ｊｌ

1995年６１１

l997fl皇８ﾉｰＩ

1998年７)二１

]'】２２「企業結合の会計処１１１１」

lAS22「企業結合の会計処理」（1993ｲlil2月廃棄）

１１３２「財務諸衣の比較可能`性」

1032趣旨書「１１ｲ務諸衣の比較可能性」

I')４５「企業結合」

lAS22（1993改訂）「企業結合」（1998〈'２７月廃棄）

E５０「無形資朧」

１０６０「無形資産」

１１】61「企業結合」

lAS22（1998改訂）「企業結合」（200'1ｲ'三３ﾉﾌﾞ廃棄）

lAS38「無形資産」

(FASB） (2001年６)二l）
(SFAS141「企業結合｣）

(SFASl42「のれんおよびその他の無形資産｣）

IＡＳＢ 2002年12)｝ l'】Ｄ３「企業結合」

(企業会計寵議会） (2003年１０ﾉｰl） (｢企業結合基準｣）

IＡＳＢ 
2004年３)二１

2005年６ﾉｰＩ

lFRS3「企業結合」

「IFRS3改訂草案」

(FASB） (2005年６)1） (｢SFASl41改訂草案｣）

取得企業の決定
収

●」■■■■－ １ Ｊ１ 

の算定 取得原価の配分 のれんの処■＞ －＞ 
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分後の残額を「のれん」として処IIl1する。つまり，

パーチェス法の通|Ⅱは，下記の手'''11によって行わ

れる(3列)。ささ

（a）取得企業の識))Ⅲ

（b）企業結合の取得原価のｉｌｌ'|定

（c）取得原I111iの取得資産・承継負債への配分

なお，図］は，バーチェス法の手|順を示してい

る。ＩＡＳＣ・ＩＡＳＢが作成・公表した基準害・公

開草案においてJTL準化・提案されている会計処１１１１

法の主な変遷を一表に要約すれば，表３に示すと

おりである。

表３企業結合に関する会計基準等における会計処理法の主な変遷

、

２取得企業（支配）の識別

パーチェス法の適用に当たっては，まず，取得

企業の識別（i(lentificationoftlloacquiringol1-

tity）が要求される。パーチェス法限定適用アプ

ローチを採用する場合には，すべての企業結合に

関して取得企業を決定することから始まる。ＩFRS

３によれば，取得企業とは，結合当111企業のうち，

他の企業またはｚｌｉ業の支配を獲得した企業である。

ここに支配とは，企業活動から0)、itを得るため

に，その企業の財務・経営方針を左右する力をい

う。ある結合企業が他の結合企業の議決権の過半

数を取得したときに，その所有が文1Umを構成しな

いことが証明されない限り，他の企業の支配を雄

得したと推定される。ただし，過半数を取得して

いない場合でも，企業結合の結果として下記の権

限を獲得した場合には，当該企業はllY得企業とな

る(36)。

（a）他の投資家とO)契約に基づき他の企業の議

決権の過半数に対する権限

(1)）法令または契約に基づき他の企業の財務・

経営方針を左右する権限

（c）他の企業の取締役会または同等の統治機関

の過半数のメンバーを任免する椛限

（(1)他の企業の取締役会または'可等の統治機関

の議決権の過半数を行使する権限

取得企業の識)|']には困難性が伴うが，たとえば，

次のような場合には，取得企業の存在を示唆する

ことができる(371。

（a）ある企業0)公正(1)i値が他の企業の公niI111iI11i

よりも苦しく大きい場合には，大きい方が取

得企業である可能性が高い。

（})）現金またはその他の資産と議決権付普通株

式との交換によって企業結合が実施された場

合には，１M余またはそ0)他の資産をリ|きりlIし

た企業が取得企業であるTTI能性が高い。

（c）企業絲合の結果として，ある企業の経営者

が結合後企業の経営陣の選任権を支配できる

場合には，そのような椛限を有する企業が取

得企業である可藝能眺が高い。

ＩＦＲＳ３では，「企業結合は，支配を伴う取得で

ある」という,lIUl考に立脚し，すべての企業結合を

｢取得」とみなすので，取得企業（すなわち支配）

の識別は重要な作業となる。そのために，取得企

業の決定ﾌﾟｱ法に関するガイドラインが具体的に提

示されている。

３被取得企業の取得原価の算定

パーチェス法のもとでは「被取1ML企業の取得|承

IilIi（買収原I111i）は，迦常の資産購入と|司様に，独

立企業間取引を前提にした公正Illli値で算定される。

取得企業は，Ｆ被llY得企業の取得原I1Iliを下記の合計

額としてi11ll定しなければならない(381。

（a）被取得企業の支配と交換に取得企業が引き

渡した資廠，発牛負債または承継負債および

基準・公開草案 企業ﾙili合の会計処l１Ｍｉ

E2２ パーチェス法・持分プーリング1伽新＃1事業体法（フレッシュ・スター1,法）の選択適川

lAS22（1983） プーリング法例外通1Ⅱアプローチ0)孫lⅡ

lAS22（1993改訂） プーリング法例外通１１１アプローチの採1Ⅱ（持分の；i1i合の要件厳密化）

lAS22（1998改訂） プーリング法|ﾀﾞ'|外適１１１アプローチo)孫11］

EＤ３ パーチェス法Ⅱl(定適lⅡアプローチの孫)Ⅱ

lＦＲＳ３ パーチェス法ｌｌＭｆ通1Ⅱアプローチの採用
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2４企業結合会計基i｣ＩＩｉのlJil際|'|<l収赦一lIil際||ｲ勝報告基i(I:軸３>>を'１｣心にして－

発行した持分証券の交換'三'1M在の公Tl弓Iilli値

(1)）企業結合に直接要した賀１１１（たとえば，企

業結合を遂行するために会計士・法ｉき'卿|川・

鑑定二l:その他のコンサルタントに支払った専

’''１家報iI1lll）

すなわち，被取得企業0)llX件原Iilliは，取得の対

I1Iiとなる11ｲ等の公TlﾐIlllil[iと直接付随費川を合計し

て算定される。支配の幽得が連続的な株式lI1Mi入に

よって段階的に達成される場合のように，110(得が

i(且数の交換取り|を伴う場合には，取得原(illiはIlBil々

の取り|ごとの対Il1Iiとなる||ｲ等の公IFIillilihを合計し

て算定されるいり)。

取得の対I111iとして110(得企業等0)持分証券が交換

される場合，米国のＳＦＡＳＩ４１は，企業結合0)主

亜条件（株式の交換比率等）０)合意・公表'三|の前

後の合111｢|<lなｌＵｌＩｌｌ１における株Illliを基礎にして算定

する「合意||モデル」（agr()Ｏｍｏｎｔｄａｔｏｍｏ(１０１）

を要求している''０１゜わが'正|の「企業結合基準」

(三・２．(2)．③，１１ﾐｌｌＷ６，iZiﾐｌＩＷ７）も原１１||とし

て「合意'１モデル」を採っているが，主要条件の

合意・公表'三|前の合'11111<1なlUlllll（原ｌ１Ｉｌとして，直

前数'三'１１Ⅱ）の株Iilliを考慮する点で若干0)|;|]違は

ある。

「合意'三|モデル」のもとでは，被取佇企業の110（

得原IIliは主要条件の「合意'三|」における株lilliに基

づいて算定されるが，llM11LfT産・承継負債は「取

得'三|」における公正IlIliII1iにjiLづいて算定される。

他〕`ｊ，実際0)株式交付時点（収得'三1）における株

I111iを基礎として取得企業等の株式を算定する「取

得'三1モデル」（ac(luisition（Ｉａｔｏｍｏ(101）のもと

ではい買収対I111i・取11)した純資産・のれん0)１１１'|定

'三|が同一となり，illll定'三|に蝿合性がある。つまり，

被110(得企業の取得原IllIiおよびllI(得資産・承継負憤

は，支iii[lを１盤得した110(得'１における株Il1liおよび公

１１ﾐIIli値（時Illi）に基づいてill'|定される'''１゜

わが'正'0）「企業ﾙili合郷ﾘﾐ」は，｜ﾀﾞ'|外適１１１として

｢取得'三|モデル」を孫川している。すなわち，株

式交付[10)株Il1iが主喚条件0)合意・公表'三|前の合

迦的な１０１１１１１における株IlIliと大きく異ならない場合

には，当該株式交卜Ⅱ|の株I111iを基礎として算定す

ることができる（｢企業結合｣ＴＬ準｣三・２．(2)．③)。

IFRS3では，当該株式の交付'三lliM在0)公表I111i格

(公正iIl11i値指標としてI討洲;できない場合には，

偏りWliのある見積Illi格等）を基礎にしてllY得企業

等0)株I1lliを算定する「取得|｣モデル」が採川され

ている''2)。

４被取得企業の取得原価の配分

llY得企業は，取得|時点において「被取i(ilL企業か

ら110(↑(化た資産および『)|き受けた負Ｉｉ１ｉ（ＩｌｌＩ充債務

を含む）のうち，信jl1H性をもって公jliIlllilli1iでillll定

できる識)lll可能資産・負債を取得'11M在の公jⅢi

lilliで認撤することによって，「企業結合のljiIIllli」

(被ＩＭＷｔ業の取得原Illli）を各識)lll可能資産・負

IiLiとしてi1i[1分しなければならない。1111分の結果，

被'１１１４}企業の取得原IllIiと識>}'１可能純資ｊ１ｒｉ０)公正(ＩＩｉ

Ｉ[iとの飛額は，０)れんとして処1111される(':'１゜

したがって，のれんを通JEに算定するためには，

１Ｍ(ﾄした資産と引き受けた負債に;'ｉＩｌり当てる金額

(llInoulItsassiglle(Itoassetsac(luir()(Iａｎ(llia-

1)iliti()sassulned）は信噸性をもってillll定されな

ければならない。ＩＦＲＳ３は「被取得企業の識別

可能武藤・負債を取得'三|時点の公jlﾐlillilliiで認識・

illll定することを要求するが，企業結合O)原Ｉ１Ｉｉを配

分する'三||Ｗ｣二，￣｢記のような資産・負Ii1iの種類)||｜

に公TliI1lli値を決めている｛M)。

（a）ｉｉｉ発な市場で取り|されている金ＩＷｌｌｉ１Ｈ,'1ｉ１１：

Ｔｌ〕場Iilli格

（})）１in発なTIj場で取り'されていない金融IWiIIii1I：

1191(似企業の比1校Ｔ１能な金融1Ni,Iii110)株I1lli収益

率・lliU当利|Ⅱ|り．!！'侍成長率等を考慮した見

IiIiIlllilff 

（c）受lli(Ii1i椎・受統契約その他の識))''１１]･能資廠：

１Ｍ布の適切な利子率で計算した受110(額の現

イＩ!;|;'|リlIllli値から貸倒悩失・'Ⅱ111X費１１]を控除し

た額（ただし，卿９１であれば，＃''二|金額と現

在＃lllりｌＩ１Ｉｉ値との叢額が求要でない場合には，

；!;'lill計算の必要はない）

（（１）IlUlilil1資産：

（ｉ）製,W,・商,!i11,：

販売Ｉｌｌｉ格から販売費川と合I1l1I'１<1利Ⅱ緋Ⅱ当

額（類|以製,!i１１，．iwi1lii1Iの利益率を参考にする）

を控除した金額

（ii）｜｣:Mﾉﾄ品：

梨,lii11の販売(111i格から完IjHまでに要する賀

ｌⅡ，販売費)Ⅱと合IlI1的利捌;||当額（類似製
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品の利益率を参考にする）を控除した金額

（iii）原材料：

再調達原価

（e）土地・建物：

市場価格

（f）工場・設備：

鑑定によって算定される市場価格（特殊性

があり，かつ，市場価格が川碓でない場合に

は，減価償却後の再調達原I111i等）

（９）無形資産：

（ｉ）活発な市場により決定されたI111i値ま

たは（ii）活発な市場がない場合には，独立

第三者間取引条件で支払ったであろう見積

価格

（h）給付建制度に関する正味資産・負債：

給付建債務の現在割引Imil面から年金資産

（ただし，企業が利用できる範囲内）の公派

価値を控除した額

（i）税金資産・負債：

税務上の欠損金から享受できる税金軽減効

果の額または純損益に関する未払税金の金額

とし，結合後企業の観点から評価した金額

（公正Iilli値で再評価する際の税効果を考慮し

た金額で測定し，割引計算を行わない）

（j）買入債務，手形債務，長期債務，負債，未

払費用，その他の未払金：

現在の適切な利子率で計算した決済額の現

在割引I111i値（ただし，短期であれば，名目金

額と現在割引価値との差額が重要でない場合

には，割引計算の必要はない）

（k）被取得企業の不利な契約その他の識別可能

負債：

現在の適切な利子率で計算した支払額の現

在割引mi値

（１）被取得企業の偶発債務：

第三者が引き受けるために課すであろう金

額（可能性あるキャッシュ・フローに関する

すべての期待を反映させる）

パーチェス法が適用されるので，被取得企業か

ら取得した資産および引き受けた負債は公正Iilli値

で測定される。ＩＦＲＳ３における公正IIli値測定の

特徴としては，異なる禰類の資産・負債ごとに市

場価格，現在割引価値，販売Ｉｉｌｉ格から販売費用．

合理的利補相当額を控除した金額，再調達原価等

の異なる公１１，伽が利川されていることであろう，

わが国の「企業結合基準」（二・７）は，「時価と

は，公正な評II11i額をいう。通常，それは観察可能

な市場価格をいい，市場価格が観察できない場合

には，合理的に算定された価額をいう｡」と規定

するに止まり，識別可能資産・負債の種類別の公

正価値を決めるガイドラインを設けていない。時

(lli（公正(llli値）を合理的に算定する，すなわち時

価を恐意的に操作させないためには，ＩＦＲＳ３・

SFAS141等のように，資産・負債の種類ごとに

具体的な時価を決めるべきであろう(４５)。

５のれんの会計処理

前述したように，被取得企業の取得原価（買収

原価i）が取得した識別可能純資産（取得した識別

可能資産と引き受けた識別可能負債との差額）の

公正価値を上回る場合には，その超過額が（正の）

のれんになる。企業結合で取得した「のれん」は，

資産として認識・計上しなければならない。資産

計上されたのれんは，減損テストを毎年行い，減

損損失（impairmentloss）の累計額を控除した

金額で再測定される(４６１．

ＩＡＳＣが作成・公表していたIAS22と異なり，

IＡＳＢは（正の）のれんに対して全面的に減損会

計を導入し，米国のSFAS142と同様に，資産計

上・減損テスト法のみを採択した。のれんの規則

的償却を禁止し，減損テストを毎年義務づけてい

る。将来的には，のれんの減損テストの強制適用

が国際的収赦となっていくのであろうか。

ところが，ＩＡＳ2２（1998改訂）の影響を受けて

作成された「企業結合基準」は，原則として「規

則的償却法」を採用している。すなわち，２０年以

内に定額法その他の合理的な方法によってのれん

は規則的に償却される（｢企業結合基準」三・２．

(4))。のれんを資産として計上する点では同じで

あるが，のれん計上後の会計処理は大きく乖離し

ている。

なお，取得した純資産の公正価値が被取得企業

の取得原価を_上回る超過額（excessoffairvalue

ofacquirednetassetsovercostofacquired 

entity）は，一般に「負ののれん」と呼ばれるが，

ＩＦＲＳ３では，負ののれんが計上されていること
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2６企業結合会計基i((；の|J;|際(|<)収赦一|正|際'1ｲ勝報告基準第３号を'１１心にして－

は「ｊ１ｎｎて識)}ｌできず区分認識できない資産か

ら生じる将来経済l1lvIql紬Ｉｌ８ｌ」と定義され，資産に

限定されることになる。わが'工lの「企業結合基準」

(三．２．(5)）は，Ｊｌﾐののれんの会計処I1llとの整

合性の観点から，原Ⅱ||として，２０年以内の取得の

実態に基づいた適切な19111{|で負ののれんを蜆H||的

にIli(り崩すことを要求している。正ののれんの会

計処I1l1と同様に，負ののれんの会計処I1l1もＩFRS

３と著しくかけ離れた。

なお，ＩＡＳＣ１ＡＳＢから公表された基準書で

示されるのれん処111法と比較・分析するとすれば，

表４のとおりである。

はない『被llY得企業の識)111可能純資産の公j[IllIi値

が「企業結合の原Iilli」（被111(得企業の買収原Illli）

を超過する場合にはげ被取得企業の「識)lll可能資

産・負債」の識別・測定および「企業結合の原Illli」

の#!'|定をTl１度見直し，「lill多jIi後にも残っている残

存超過額（remainingexcess）は利祐として直

ちに認識・計上されなければならない('７１。「負の

のれん」は，企業結合時にⅢ]時に利祐としてlrl益

計算に算入される。すなわち，「即時ｌＮｌｌｉｌ法」が

適川され，負ののれんの存在が認められていない。

ＩＡＳＣＯ)IAS22では「I[ののれん」と「負のの

れん」に区分されていたが，ＩＡＳＢのＩＦＲＳ３で

は，負ののれんが消滅するに至った。「のれん」

表４のれんの会計処理の展開

ＴＦののれん

負ののれん

図りながら大|幅に変１１'されてきた。1989年のＥ３２

公表前には，正ののれんには「規側''１１<1償ﾉilI法」と

｢持分控除法」の選択適川が容認されている。E

32は，財務諸表の国際比較可能性の観点から，

｢持分控除法」の禁止を提案し，その結果，ＩＡＳ

2２（1993改訂）とIAS2２（1998改訂）は，「規則

('り償１ill法」を原Hllとした('０)。さらに，1998年公表

のｌＡＳ２２（1998改訂）では，償却1UlIllilが20年を

ⅣＩＦＲＳ３の将来と課題一むすびに代えて－

1983年にＩＡＳＣにより作成・公表されたＩＡＳ

２２は，1993年と1998年に改訂されたが，企業結合

の会計処111法としては「プーリング法|ﾀﾞ'|外jl1lilIlア

プローチ」を一貫して採１１]している。その点では

変更はなかったが，パーチェス法を通)Ⅱした場合

に生じる「のれん」の会計処1111は，国際|Ｗ調整を

基準名 会計処理

IAS2２（1983） 蜆11''1'|<)償ﾉilI法（損益認識法）と持分控除法（株三i二持分直接修Tl三法）との選択通lⅡ

IAS2２（1993改訂） 規11||的償却法（最長償却|ＩⅡ''１５ｲ|ﾐ。ただし，２０{|i超えてはならない｡）

IAS2２（1998改訂） 規Ⅱ||的伽ill法（最長償lillWlllll20年）と減'１１テスト法（償却l0lllllが20年を超える場合）の併lⅡ

IＦＲＳ３ 減楓テスト法の強iIill通１１］

基i((；門

IAS2２（1983） 規l1lliMIYllil法または負In1i計｣二・資産Il1i値｜||投法（損益認識法）と剰余金設定法（株三ｉｉ持分直

接||釘'三法）との選択通)'１

IAS2２（1993改訂） 標準処I1lL：資産|､値ｲ[|殺後・川lI1ll的取l1il法（最艮取崩期ＩＨ１５ｲIioただし，５('2を超えてはな

らない｡）

代替処I1l1：規11||的取１１１｢|法（最長I1Y剛I19llIl15ｲIHoただし，５年を超えてはならない｡）

IAS2２（1998改訂）

信頼性をもってiMll定できる将来の損失・賛111に関連するが，識)l11l1｢能負債を表していない場

合
● 

● 

Itl尖・賛111の認識時にﾈ'1ｲ１編|･｣二

信lliH`Ｉ|;をもって111||定できる将来の損失・賀１１１に|Ⅲ連しない場合：

(a）非貨幣資産の公H1111iIllliを超えない場合

資)韮控除項目表示・llYlil法

(1)）非貨幣資産の公Jl1111iIlIiを超える場合

1111時収lil法

IＦＲＳ３ lⅢ時11)(Iil法（負ののれんの消滅）
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超える場合には「iliiM三|テスト法」も新たに併川さ

れた。

各国の会計基準設定主１本と協ﾉﾉしながら，会計

基準の国際的収赦を'二|指すために2001年４月に創

設されたＩＡＳＢは，’五|際(|<1収赦をlIf進するため

にＩＡＳ2２（1998改訂）を廃棄し，米国のＳＦＡＳ

ｌ４１・SFASl42と類似するＩＦＲＳ３を公表した。

IFRS3（およびSFAS141・SFASl42）の大きな

特徴は，（１）企業結合の会計処理として「パー

チェス法」に一元化したこと，（２）のれんの会

計処理に「減損テスト法」を強lli'Ｉしたことである。

先行基準であったＩＡＳ2２（1998改訂）の内容

(すなわち，プーリング法|ﾀﾞ'|外適川アプローチ，

＃ll1lllW償１ilI法）とは根本的に異なるＩＦＲＳ３が，

国際'1<1収赦（厳密に言えば，米国基準への国際Hリ

洲盤）を標枡する形で提示された。わが国の「企

業結合基準」はＩＡＳ2２（1998改訂）の影響を受

けて作成されたので，ＩＦＲＳ３とＩＡＳ2２（1998改

訂）の差異がそっくりそのまま「企業結合基準」

にもり|き継がれている。表５は，ＩＦＲＳ３と「企

業結合基準」における主要な相違点をIU1らかにし

ている。

表５１ＦＲＳ３と「企業結合基準」における主要な相違点

０ 

① 

１
Ｊ
 

Ｐ
Ｌ
 

② 

ヨ0

2002年10月に締結した「ノーウオーク合意」に

基づいて，ＩＡＳＢとＦＡＳＢは企業結合会計・連結

会計に関する共同プロジェクトを設置し，その成

果を2005年６川301二|にそれぞれの基準設定主体か

ら公表している。ＩＡＳＢとＦＡＳＢは初めて，企

業結合会計に係る共同草案（IASB／ＦＡＳＢ公開

草案と通称されている）として，「IFRS3企業結

合に対する改訂案の公|汁1草案」（ハpos【"･ＣＤ/､/１

０/PrOposedA"zcﾉz(ﾉﾉﾉzc'ztstoIFRS3BlLsi"ess 

Com6j"αtjo"s－以下，「IFRS3改訂草案」と

いう）および「公'１M草案１１ｲ務会計基準書案企

業結合一ＦＡＳＢ基準書第141号の差し替え」

(ＥＭｏｓｌ"･ＣＤ/･(１／ｆ:Ｐ/･o/)ｏＭＳＭｃ"zc'ztq/Ｐｔﾉzα〃

clialAccoI"Ztj"ｇＳｔα〃ｄｌａ/･ｄＩｓＢ【zsiﾉZcssCo/7761i〃a-

tio'Ｚｓ－ａノ･Cplace"DC'2ｔｑ／ＦＡＳＢＳＭｅｍｅ'ｚｔ

/V０．１４１－以下，「SFASﾙ１１改訂草案」という）

を共同提案した。

「IFRS3改訂草案」においても，結合当事企

業双方の資産・負債をともに公''１(illi価で評１m・結

合する「フレッシュ・スタート法」の通り1]TTI能性．

導入が検討されている(50)。パーチェス法（取得法

とも'１１２ばれる）とフレッシュ・スタート法の選択

通１１１（あるいはフレッシュ・スタート法の強制通

)１１）という将来の基準化へlhlけて，Ｗｌｉｌ蔓，論議が

始まった。醍醐聰教授も推測されるように，企業

結合会計基準を巡る国際的動向を鑑れば，「パー

チェス1去ｏｒ／and持分プーリング法」ではなく，

｢パーチェス法ｏｒ／andフレッシュ・スタート法」

に収赦していくものと考えられる(３１１。

なお，「IFRS3改訂草案」（すなわちＩASB／

ＦＡＳＢ公ｌｌＩｉｌ草案）は，徹底１１ﾘに「経済的単一体

説」（oconomicunitconcept）と一致する会計処

Il1を提案している。たとえば，識))Ⅱ可能純資産に

雌づき認識された「のれん」の額を非支iliO株三iEi持

分（non-controllinginterest）に按分する。取

得企業が被取得企業の持分のすべてを取得しなかっ

た場合にも，非支配持分に相当する部分を含む公

jl;IllliI血で「のれん」が認識されている'521。すなわ

ち，ある企業が支配を獲得する取り｜・Zl1象を「企

業結合」とみなしている。これは，「全部のれん」

IＦＲＳ３ ｢企業結合基準」

企業結合の分緬 取得 110(得と持分の結合

企業結合の会計処1111法 パーチェス法の強制通lⅡ
llY得にはパーチェス法適lH，持分の給合

には持分プーリング法適用

正ののれんの会計処11Ｍ 減}[｛テスト法の強制通ⅡＩ

①原１１'|適用：規Hll的償却法（20ｲlH以内の

償jilllUlIll1）

②|ﾀﾞ'１外適111：ｔｌ１時償却法

負ののれんの会計処I1l1 I1lI時収崩法（負ののれんのiiLiiIjilO

①原111|通１１１：蜆Ⅱ'１的取崩法（20ｲ1Z以内の

llX)ill1lllIl） 

②ＩﾀﾞＩｌ外適)Ⅱ：即時取崩法
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2８企業結合会計基準の|工|際的収敏一lIil際Ⅱｲ務報告基準第３弓を'''心にして－

(fullgoodwill）に基づく会計処孤を要求してい

ることにほかならない。全部のれんの計上では，

子会社の識別不能資産・負債を含めて，子会社に１

体の公正ＩｌＩＩｉ値評価が要求され，そのため非支lllIU株

主持分に帰属する公正IIli値にものれんが付ｌｉｄする

とする全部のれんに基づく処Ill1が正当化されてい

る。これは，経済的単一体説の考え方に基づく(53)。

のれんは，支配獲得時における被取得企業全体

の公正I111iIifiと識別可能純資産の公正Iilli値との差額

として全部のれん方式で算定される。この方式で

は，取得の対価，識IIl1iz'｢能資産・負債，のれんの

測定時点（支配獲得時点）がすべて一致する。た

だし，全部のれん方式のｌＩｌｌ題点として，ｿli支lIi[l株

主持分に対する自己創設のれん（internallygen-

eratedgoodwill）の計上，全部のれんのilIll定の

信頼性に疑ｌｌＩｌがあることなどが指摘されている(５１)。

それにもかかわらず，ＩＡＳＢは，ＩＦＲＳ３をⅢ

論的に進展させる形で「IFRS3改訂草案」を

ＦＡＳＢの「SFAS141改訂草案」とともに共同提

案している。具体的には，フレッシュ・スタート

法の導入，全部のれんの計_上などが公開・提案さ

れた。わが'工|の「企業結合基準」は，基本ｌＷに，

持分プーリング法の容認，賀入のれん（１）u,℃has

edgoodwill）の計上を坐守するに1tまっている。

しかも，表５で示したように，現行基準である

IFRS3では，正ののれんには減損テスト法の強

制適用，負ののれんの消滅（Ml1時取崩法の孫'１１）

をメルクマールとするのに対し，「企業結合蛾準」

はそれぞれに「規則的償1il1法」または「＃lⅡ'Ⅱ|<]取

崩法」を原Ⅱ'|適用する。

「IFRS3改訂草案」が基準化されるような事

態になると仮定するならば，国際的会計基準と日

本基準との村|違は，さらに拡大していく。「企業

結合基準」の抜本的修正は余儀なくされるかもし

れないが，国際的調整（珊椛型国際化・他者依存

型国際化ではなく相互依存型|玉l際化）に基づく国

際的収赦を実現するためには，ＩＦＲＳ３および

｢IFRS3改訂草案」のI1l1論|Ｗ妥当性と実務'1<１通11］

可能性も検討されるべきである課題ではある。

mittee，Ｉ"tcﾉｿﾞlatio"α／Accol"ztiﾉlgISIt(z"(/α７Ｖノ

（ﾉｗＭノノ998）ＢｌＭｌｃｓｓＣｏｍ６ｊ"αUjo"s，（以下，

ＩＡＳ2２（1998改訂）と略す)，1998,ｐａｒａ､８．

（２）ＩＡＳ2２（1998改訂)，para､８．

（３）ＩＡＳ2２（1998改訂)，ｌ〕aras・’7-18.

（４）ＩＡＳ2２（1998改訂)，ｌ〕aras､７７－８(ｌ

（５）FinancialAccountingStan(lardsBoard， 

｣SMC"ze"ｔｑ〃7Y"α"cMAccolZM"ｇＳｔａＭａＭｓ

ノV０．川BlZsi"essCo'"bji"(ztio"s，（以下，SFAS141

と'11Hす)，2001,pal､a」5．

SFAS141が公表されるまでは，企業結合会計は，

基本'１１<Iには，会計原Ⅱ||審議会（AccoulltingPrin‐

ciplesBoal、｡：ＡＰＢ）が]970年８月に公表した

「ＡＰＢ意見書第16号企業結合」（ＡＰＢＯｐ〃o〃

ノVO・I6hsi"cssCoﾉ"肋latio"ｓ－以下，ＡＰＢＯ

ｌ６と略す）に従って実践されていた。ＡＰＢＯｌ６

（１）ａｌｎ､８）では，一定の条件を満たす場合に持分

プーリング法を強ilill通１１'し，それ以外の場合には

パーチェス法を埴ⅡＩする「プーリング法条件付通

１１１アプローチ」（coll〔lition1〕asedpoolingapproach）

が採択されている。

（６）SFAS141，pal､a｣〕32.

（７）Intel､nationalAccountingStandar(1ｓBoard， 

Ｉ"ter"αtjo"α／Fillαﾉ1ctα／RepomI"ｇＳｔｕ"ｄｕ７･ｄ３ 

Ｂｌｌｓｊ"cssCo"U6illatjo"ｓ（以下，ＩＦＲＳ３と略す)，

2004,ｐａｒａ､１４． 

（８）I11ternationalAccollntingStan(Iar(IsBoard， 

Ｂｕｓｉｓ／b'ＣＯ"cmsionノＦＲＳ３Ｂ【MZcSsCom6i"ａ－

Ｚｉｏﾉ1s,2004,paras・ＢＣ４２－４３ａｎｄＢＣ４７－４９．

（９）菊谷正人「企業結合会計の新展|＃１－公正(、

（ｌｌｌｉパーチェス法のI1l1論|Ｗ妥当性と実務｢|<1通IⅡ可能

性一」『税経j､信』ｆｉ；61巻第13号，2006ｲ'三，２５－

２６頁。

(10）松尾直彦「わが国会計基準に関するＣESRの

同等性評価について」『企業会計』第57巻第９号，

2005年，７０頁。

ｌｌＤＵカｌＭ国の証券＃lllill当局から柵成されるＣESR

は，2001年６月にｌＷｌ`|委員会決議により設定され

た。lT1等性（e(luivalonce）とは，基i((きが|可一であ

ることを意味するのではなく，投資家が館二国の

会計基準に準拠したⅡｲ務諸表に基づいた場合でも，

ＩＡＳ／IFRSに準拠した財務諸表に基づいた場合と

jil似する投資》'1||断を行うことができるiT1能性をい

〔注〕

（１）IntornationalAc()ountillgStandal､(ｌｓＣｏｍ－ 
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経`脚'志林第43巻４号2007年1１１２９

う（Ｗ|:泰則「ＥＵ会計0)夜lIlけとIAS／IFRSの

新局面」『立教経済学研究』第59巻ｶﾞﾘ４号，2006ｲli，

６４頁)。

(11）InternationalAccolmtillgStaID(1al.(lsCom-

mittee,EWDosl"･ＣＤﾉ･(U/Ｍ２ＡｃｃｏｌｚＭＩ"ｇ/bﾉＢｌ(ｓｉ－ 

ｎ(?sＳＣＯ'"仇"αtjo7ls，１９８１，１〕al､as､３１ａｌｌ(I/１３．

武任|安弘『企業結合会計の研究』｜と|桃書房，1982

年，382頁。

(12）IllternationalAccountillgSlan(ｌａｒｄｓＣｏｍ‐ 

mittee，Ｉ"te'･"αtio"α／AccolZMIﾉＪｇＳｔｑＭα'てノ２２

ＡCCC【"Ztj"ｇ/b'･BMsj"essCo"1611"αtio'1s，（以下，

ＩＡＳ2２（1983）という)，1983,paras､36-38．

(13）ＩＡＳ（1983)，paras､40-42． 

負ののれんに対する「蜆Ⅱ'Ｉ的lⅢI法」（負にi計上・

利益取崩法）とは，繰延利益（〔1efe1Te〔1income）

として処理し，組織的基準に基づいて利怖に計上

していく方法である。「負債計上・資産IllliliilMll殺法」

とは，繰延利益として処ＩＩＬ，収ＭこよりIlY得し

た償却可能非貨幣資産にその公IEIlllillilIの割合に応

じて配賦・相殺する方法である。

(14）AccountingStandal､dsCommittee，Ｓｔａｔｅ‐ 

〃ＩＣ"ｔｑ／８tα"daMAccol"】伽ｇＤａｃｔｊｃｅ２２Ａｃ‐

ｃｏｌｚ"tj"ｇ/b'･good【(ﾉj",1984,1)al･as､32-33．

英国で実践されていた「持分控除法」は，1990

年８月１日にＡＳＣから改組された会計基準稀議会

（ASB）が1997年12)1に公表した「１１ｲ称報告蕊準第

１０号のれんと無形資産」（ﾉ７１１"αﾉｌｃＭＩＲｃ/)ortjl"９

８tα"ｄｌａ'て/ＩＯＧｏｏｄ,()i〃αＭｊ"(("Dgjiblcasscts）に

よって，国際的調和化の観点から廃棄された。な

お，英|玉|における企業結合会計蛾準の史的展I)卜1．

内容については，下記論稿を参Ⅱ(Iのこと。

Pliij谷正人「英国における企業ﾙI1i合会計の展ＩｌＨ」

『経Hl1研究』第46号，2002（'三。

(15）菊谷正人『|玉Ⅱ際会計のＩｉｌｉ究』（111成社，1994年，

２７頁。

1974年に米国とカナダが，南米諸'五|における資

本市場の育成のために，証券慌督当局・証券取り｜

所を指導する目的として，米ﾘﾄ|証券監将lil会（I､‐

tor-Amori(PanAssociatiollofSecuritj()sCommis-

sions）を設立した。1983年５)三|に，フランスの証

券１Ｍ|委員会，ロンドンの|正||端i[券110(リ|所が川岨

したのを契機に，各|玉|の証券IWii督当)而折証券取り｜

）ﾘrが加入し，1986年７)三|にＩＯＳＣＯと｡」(称した。’三Ｉ

本の人iMIi齢ilソ渦は，1988年１１月のメルボルンの

第l31nl総会において川lIIMした（同上書，３６頁)。

(16）］ntol･nationalAccountingStandar〔IsCom-

mitteo,ﾊﾉﾉＯＳＩ"でＤ'･(I/ｔ３２Ｃｏ'７ZpQﾉ･aMjtJyQ/ﾉﾏＹ－

ｎ(z"ＣＭＩＳ(ａｔ(?"ＩＣ"t８，（以下，E32と略す)，1989,

1)aras、ｌ８ａｎ(１２１－２２．

(17）菊谷j[人「『ＩＡＳＥ３２趣意書』について」『税

経通信」第46巻館２号，1991年，11頁。

(18）llltornationalAccountingStall(lar(IsCom-

mittoo，ＳＭＣ'"c"ｔｑ〃71tc"ｔＣｏ"DPαＭ〕i/it､ｙｑ／

Ｆｉ"(J"ｃＭＳＺ(Ztc"DC"tｓ（以下，「E32趣旨書」とい

う)，1990,1〕ara」1．

(19）Ｅ３２，１)aTa」66．

(20）Ｅ３２，１)aral68． 

「E32趣旨書｣，ｐ17．

(21）IntornationalAccountingStandardsCom-

mittee1J"(c'･"αZio"α／AccoIz〃ti"ｇＩＳｔα"(/("Yノ２２

（'･ＭＳＰ〔ノノ993）BlZsj"ｃｓｓＣｏＭ)i"utio"ｓ（以下，

ＩＡＳ2２（1993改訂）と略す)，1993,paras1I-l8

and61・

lASClll1zl1会は，ＩＡＳ2２（1993改訂）を含む10締

の改訂IＡＳ（Illllfll資産，期間純損益・重大な誤謬・

会計７４/針の変１１１，１ﾘﾄ究開発費，工事契約，イ丁形'１１１１

定識廠，収紬，退職給付費用，外|卦為替7}１１場変ﾘﾘ１

の影郷，企業結合および借入費用）を1993ｲ|:11)１

に承認した。これら複数の改訂ＩＡＳは，『財務

諸表の比較可能性改訂国際会計基準（1993<'三)』

（ＣＯ'７１ﾉﾉ(z,YIMjt・ｙＱ／〃!(z"ｃｉａｌＳｔ(zte'"c"ｔｓ昨

【ﾉjsM／ﾉMc/･"ＭｏﾉMAccoIz"ti"ｇＳｔａＭα'･dsI993）

として一括・公表されている。

(22）ＩＡＳ2２（1983)，para､２０． 

ＩＡＳ2２（1993[M(訂)，para、４２．

(23）ＩＡＳ2２（1993.1(訂)，ｐａｒａ４９－５Ｌ

(2'１）ＩＡＳ2２（1993改訂)，para,４５．

(25）WijljiI秀継『のれん会計の理論と制度一無形

資産および企業給合会計基準の|工|際比較一』に｜

桃書房，2000ｲＩｉ，103頁。

(26）ＩＡＳ2２（1998改訂)，paras､44,50-51ａｎ(１５６－

５８． 

(27）ＩＡＳ2２（1998改訂)，paras､61-62．

(28）Ｇ＋１，ノ<CCCﾉ"ﾉ７１c/ldatio"s/bMc/】伽j"ｇＣｏ〃

【ﾉ叩C"CCC'Ｍ/ＩＣﾉＷ/DC〔/ｓｑ/Accol"ztjﾉ２９/ｂｌＢｌＭ－

〃cssCo'〃ｂｊ〃αｔｊｉｏ"８，１９９８，paras、５４－５５．
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(２９）FinancialAccountillgStan(lar(ｌｓＢｏａｌ･(１， 

ＭＪt(?"ＩＣ"（ｑ／肋'α"cM1AccoI"lti"ｇＳＺ(J"(/("Y/ｓ

Ａ/０．ﾉｲ２GoodIl(）j/１１１〔z"〔／０t/ＩＣ'･ノ71tα"αglWcAsseZs，

２００１，pal､as、１８－２０．

(30）万代勝信「取得と持分の結合の識>}||」斎１１締り

樹編菩『逐条解説企業結合会計基準』’１１火経済

社，平成16年，３５頁｢。

(31）IntornationalAccouIltingStan(Iar〔ＩｓＢｏａｌ，(I，

ＥＭｏｓｌ"･(、,．q/ｔ３Ｂ【（sji"cssCom肋ｌａＺｉｏ"ｓ（以下，

ＥＤ３と略す)，2002,pal･as，l3and54．

(32）宗ｌｌ１健一「会計ＪＴＬ準の収赦に関する利害lIL1係

昔の諸)又応」『會計』鋪169巻第1号，2006ｲｌｉ，｜()0－

105頁。

(33）ＩＦＲＳ３，paras､４－５． 

(34）ｌＢＤ３，parasllall(１１４． 

１ＦＲＳ３，１〕al･aslN2all(１１Ｎ５．

(35）ＩＦＲＳ３，para､16． 

(36）ＩＦＲＳ３，paras、17-19．

(37）ＩＦＲＳ３，para､２０ 

(38）ＩＦＲＳ３，paras，２４ａｎ(１２９． 

(39）ＩＦＲＳ３，para､２５． 

(40）SFASl41,para､２２． 

(41）菊谷『[人「『企業結合に係る会計基準』の１１Ⅱ題

点一企業結合会計基準の国際比較一」『ﾉL州

国際人学経営'経済論難』第１０巻第３号，2004〈'２，

２２０頁。

(42）ＩＦＲＳ３，para､２７． 

(43）ＩＦＲＳ３，paras､36-37． 

公正(llli値とは，取り|の知識のある'1発l'|<1な当事

者|Alで，独立第三者lllllIYrj|条件により資i韮が交

換され，負債が決済されるＩｌ１ｉ額である（IFRS3，

Ａ１〕1〕ondixA)。

(44）ｌＦＲＳ３，para,Bl6． 

(45）菊谷IF人，前掲縞，224頁。

米'五|のSFAS141（１）al･ａ３７）も，ＩＦＲＳ３とlTil様

に，公I1HI111i値に関する－．船指針（generalgui(|all(!()）

を資産・負債の祁類))'１に提示している。

(46）ＩＦＲＳ３，paras､５１ａｎｄ54-55． 

(47）ＩＦＲＳ３，para､５６． 

(48）ＩＦＲＳ３，Appen(ＩｉｘＡ． 

(49）菊谷正人「国際会計甚準第22号『企業Ｗｉ合』

の'五|際''１<)調整」『政経諭溌』第121号，2002ｲli，’３０

頁;。

(5()）IllternationalAccountingStan(Ial､(lsBoal､(１， 

Bqsjs/b'･ＣＯ"cmsiono〃hposI"で、ﾉY1(/ＺｃＷつro-

ノノoscdIA"zcM1"ＩＣ"Zｓ（ｏ／ＦＲＳ３Ｂｌｌｓｉ"essCo"ｌ６ｊ－

ノ！〔zZio"s,2005,paras・ＢＣ３２，ＢＣ１９０ａｎ〔ｌＡＶ１６．

「ＩＦＲＳ３改訂草案」（paras、８－９）では，「パー
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142頁。
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「非支配株主持分」（non-controllinginto1℃st）

は、従来の「少数株１１持分」（minorityinterst）

に該当する川語である。支配ﾌﾞ]基準が孫１１１されて

いるので，報告事業体の株主が必ずしも過半数の

議決樅を保有しているとは限らず，報告z)１業体外

の株主が過半数を占めるiT｢能性がある。すなわち，
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(52）向|ﾉﾄﾊｌ１ＲＩｌ「経済il<｣単一体説に基づいた連結財

務Ｎｉ告ｉＩｉ'|腰の必要１１ﾘﾐ」『会計・監査ジャーナル』第

１９巻第２号，2007｛'２，101頁。

全部ののれんは，親会社の持分割合にとどまら

ず，非支配株主の持分ｉｌｆｌｌ合も含めた企業集団全体

の公正Illli値と，全i｢lillfIm評価法で両評(111iされた識

）lllTil能純資産の差額である（同上書，101頁）

(54）荻原正住「企業結合・連結会計一'1本基準

と'五|際会計基準の叢ｊ１ＩＬ」『企業会計』第59巻第１号，

2007ｲﾄﾞ，９９－１００頁。
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